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北九州市告示第７２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立北方地域交流センターの多目的ホールの使用料の徴収について、

指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定に

より次のとおり告示する。 

  令和８年３月２６日 

北九州市長 武 内 和 久   

 

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間  

名称 

 

 

住所 

北方体育交

流センター

運営委員会 

委員長 森

谷四六 

北九州市小

倉南区北方

三丁目４０

番１号 

令和８年３

月５日 

令和８年３

月５日 

令和８年４月１日

から令和９年３月

３１日まで 
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北九州市告示第７３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市漫画ミュージアムにおける陳列品の観覧料の収納について指定公金

事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

  令和８年３月２６日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 
 

名   称 

 

住   所 

株式会社ハート

ピア 

北九州市小

倉北区高浜

二丁目１番

５４号高浜

ビル２階 

令和８年３

月１１日 

令和８年３

月１１日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日 
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北九州市告示第７４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市漫画ミュージアムにおける物品売払代金の収納について指定公金事

務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のと

おり告示する。 

  令和８年３月２６日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 
 

名   称 

 

住   所 

株式会社ハート

ピア 

北九州市小

倉北区高浜

二丁目１番

５４号高浜

ビル２階 

令和８年３

月１１日 

令和８年３

月１１日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日 
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北九州市消防局訓令第１号 
                             庁中一般 

北九州市警防規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
 令和８年３月２６日 
                 北九州市消防長 岸 本 孝 司 

   北九州市警防規程の一部を改正する訓令 
北九州市警防規程（昭和５５年北九州市消防局訓令第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 
第６条第１項第４号中「警防部消防団課長」を「警防部消防団支援課長」に

改める。 
別表第１の警防本部の警防班の項中「消防団課」を「消防団支援課」に改め

る。 
付 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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北九州市消防局訓令第３号 
                             庁中一般 

北九州市救急業務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
 令和８年３月２６日 
                 北九州市消防長 岸 本 孝 司 

   北九州市救急業務規程の一部を改正する訓令 
北九州市救急業務規程（平成元年北九州市消防局訓令第３号）の一部を次の

ように改正する。 
別表の救急部の項中 

「   
 

「 
 

          
改め、同表の八幡東消防署の項中 
「 
    
「 
 
 
改める。 

付 則 
この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

高度救急隊  

高度救急隊  
新曽根救急隊  

高見救急隊  

八幡東救急隊 
高見救急隊 

を 

を 

に  

」 

」 

」 

に  

」 
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北九州市選挙管理委員会告示第３号 

北九州市議会議員及び北九州市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和８年３月２６日 

                     北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 新 上 健 一 

   北九州市議会議員及び北九州市長の選挙における選挙運動の公費 

負担に関する規程の一部を改正する告示 

 北九州市議会議員及び北九州市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る規程（平成５年北九州市選挙管理委員会告示第２８号）の一部を次のように

改正する。 

 第５号様式中「７円７３銭」を「８円３８銭」に、「３８６，５００円＋５

円１８銭」を「４１９，０００円＋５円６２銭」に改める。 

 第６号様式中「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に、「２７０，６５

５円＋２８円３５銭」を「２９３，４４０円＋３０円７３銭」に改める。 

第７号様式その２（別紙）中「７円７３銭」を「８円３８銭」に、「３８６

，５００円＋５円１８銭」を「４１９，０００円＋５円６２銭」に改め、同様

式その３（別紙）中「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に、「２７０，

６５５円＋２８円３５銭」を「２９３，４４０円＋３０円７３銭」に改める。 

   付 則 
 （施行期日） 
１ この告示は、令和８年３月２６日から施行する。 
 （経過措置）  
２ 改正後の北九州市議会議員及び北九州市長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日（以下「施行日」という。

）以後その期日を告示される北九州市議会議員の選挙及び北九州市長の選挙

について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された北九州市議会議

員の選挙及び北九州市長の選挙については、なお従前の例による。 
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